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第2子兵 力リブヰノレニア外iの別務所l注視体ililJ(こIlhJするまf'鮒

結缶 詰一一今後O)~tl! ;，選:わが国における刑務所絞視との関速で

序

わがi設における刑務所改添において， Hrif日改革会議提言(王子成 15(2003J on に

よって，改革のヨミ要な要素の…っとして，行?刊の透明{とが認われ，守半z成 l隠8(20∞06ω ) 

f年手カかミら 「別事施設:視視察委畏会j が?別f犯3沼1務多所ををプや心とする全i匠箇王翠iの各刑ヨ奈玉i淑i奴え容施設 (玉平Fヲz宇寸}

2訂1[ワ20∞09幻〕今年Z皮攻ず注Ei力iil路程i設没)(にこ設;誼泣されたc 1ft将Z収察施設及び被Jlx容者等の処遇{こ

関する法律J(平成 1i"+ニ 5 月 25 日法律芸~ 50号。以 F，}fIJIH収容Jì包設ì~) i条は以下の

ように規定するむ f刑事総設に，刑事施設視察委員会合盟く (第 p員九委員会は，

その置かれた刑事施設を視察し，その運営に関し， J持率施設の長:こ対して窓党を述

べるものとする(第u良LJ刑務所内における受刑者処遇{こ隠して，また社会復帰

のために実施されている矯正教脊等にi返するプログラムについて，一後i主i民{こも理

183 



解され， [@!えに支持されるffHIji'心掛けるために透明化が必要なのは論を佼たない

が，そのためには，受刑者の人権保持が，受刑者の役会復帰営実現するための議織

的'!lif'lーであるという観点令忘れることはできないc 事実，刑事収容施設法は 1条で

つぎのように同法の臼的を規定している c rこの法律は，刑事収容施設{……)の

適正な管恕運営を図るとともに，被収容者，被留置者(..・H ・)の人擦を尊慈しつ

つ，これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを日的とするj と合そのうえ

で 30条では，つぎのように更生と社会復帰のための処遇そ規定する r受刑者の処

遇は，その者の資質及び環境{こ応じ，その自覚に訴え‘改'Ì~，~~t:の意欲の I喚起及び

社会生活ーに適応する能力の育成を限ることを震として行うものとするoJつまり，

2001年とユ002年に名古屋刑務所で起きた刑務宮による受刑若手lこ対する死傷事件の

ような事件がこ度と起きることのないように「適切な管理運営なiまじり， r被~x容

者……の人縫合尊蓬jし， riJ!!j切な処遇j を実施する体制をき妥備し受ffJj者の「改

と f社会生活に適応するjための矯正教育を実施し促進することは，今関

のffリ務所己失事において最大の目的なのである。 したがって，受璃者の身体の安全を

Mii保し最低限の生活水準を保障することによって「人権を尊議jすることが，改

ftif.<;g'I:のための処遇の前提であるとされたのである c

しカ‘し，刑務執行中の受刑者におIする人権保路:ふ行刑の実施と管浬との関係

で，非常に話'l'fITlil羽担任な均衡な要求する。というのは，一般市民と I対様の人権と自性!

とを受刑者にF;ι殺させるわけにはいかず，むしろさせないことが，刑罰のや{こ含め

られていると考えられるからである c ところが‘最低限の基本的な身体的安全と権

初会保I;i~ された後にようやく受'刑者は， Y!'l:のための橋正教予ぎをナ真剣かつよ三回悶に

受けることができるような，物質的・精神的12i境が終えられたことになるごなぜな

ら，常に身体の危i換を?!惑じ不安のゆで日々受刑おーは生活しなければならない状況

に畏かれているとしたら，心身ともに余裕を持ちながら，将米への展望{r，FJ!，い採i

%;， 自己のffiした犯罪行為{こjgいぞいたし，反省し， それを子五日夜して社会復帰を [1

指すという‘更生にとって必要不可欠な怠欲が生ずるはずはないからである。つま

り，人権保障と刑罰という -J)''!矛盾する観念が，行別には初めから含まれているこ

とになる。また，彼らが更生し，社会復帰を無事に迷!浅い隠犯を犯さないこと

は，受刑者本人にとってはもちろんのこと，社会にとっても，際!民にとっても大変

有主主なはずであり，その;臨床でも，施設内における環境怒備は，金田氏の人権保障

に日立後約にも貢献することをナ意味する。 したがって，受刑者の人権と，その克g:・

t:l:会復帰，そしてヲ一般国民の人権保|涼とが，少なくとも間接的には総連するニと
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〔研究ノート〕カザフオ/レニア似の刑務所長立校体itljと受刑務の入浴:こ関する考祭

ぞ前提lこ，受刑者の人権~考察することもできる c

それでは，受1弱者{こ保路されるべき綬{~p.良皮の心身の安全の保障，および，改滋

更生のための行燃の最低水準とは何か，またそのような水準が実際(こ保たれ，心身

の安全保障がなされているか奇か，また有効な矯11:教育が実施されているか百か，

設がどのようにして滋認しまH認することが適切かっ認まれるのだろうかc 第一;こ，

最低水準について，窓;去 36条は「残虐な刑罰j を絶対的に禁止しているが，同条

文が示すのは最低限度の保障に過ぎず，行刑等が f残fままjでなければ問題はないこ

とになるから，続綴fljに行別得:の実質的中身として， f可が最低限のものとして要求

されるかについて述べることはない。また国際法上，人権宣言jや， r市民的

及び政治的権利に関寸る国際規約の選択議定;!}[=人滋 B規約〕ふわがよりも批准す

る f拷FINJ及び{践の残燥な，非人道的な又は品{立公傷つける取奴い又はJfljllij(こ関する

条約j は，一絞長{刻として滋法 36条と同様{こ f拷fl.¥]及び残虐な刑罰J， r~ド人道的

なぎiしくは屑辱的な取奴い(世界人権宣言 5条)J， r非人道的な宕しくは L1T~{なを髭

つける取扱いま7しくはjflHiiJ(人fffiB規約?条)J を禁ずるのみであるつさらに，隠

速で 1995:fドに採択された f被拘 (theじnitcd?¥ヨtionsStan山

dard I¥linimum Rulcs lor thc Trcatmcnt of Prisoncrsl J (ふ受Jflj授の権利として，たと

えば居住設枇個人衛生，衣類およ i宏幸:?，規律および慾aij，外部との交滋

など，多くの分野に関して最低基準喜子穏当詳総{こ示している c しかし少なくとも

わが溺では，これは法的拘束力のないものと考えられているため，わが民iのJfぽ汚Ji)f

等烈事施設におけるよ主体的な行刑路策運用等については‘参考程度のものでしかな

し行刑の内容も実絡もほぼすべて法務翁に委ねられているのが尖態である

刑事施設内の処遇金紋および個別の処遇の妥当性判断について，瑞:事i以

容施設泣;ーの各条項およびその下佼波別等が示すところ として， どのよ

うな機関が点検討よび確認を?しているのかc 刑事施設祝祭委民会には，外部の視線

として，行JflJの適切伎を判断することが期?をされていることであろう c また，各刑

事施設の1:級庁である矯正局{ふ刑事収容施設法によって視察委員会に提出が義務

付げられている年に一度の「意見jによって‘河委員会の意見を知ることができる

が，それのみならず受刑者からも，罰法 15i条以下(第 2総第 2常務 13節1(こ設け

られている不服申立総!交を7通じて，多くの情報を直接的に得ることができ，それに

よっても刑事施設の状況を把j援することが可能となるであろう。しかし，そのよう

な方法で把握ぢれた状況を基になされた何らかの行刑!二の改葬等が， どのよう

{とを現場にもたらしたのか，その効果はどのようなものなのかについて， どのよう
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にしてj，¥l察委員会および隠民は確認できるのだろうか。また，刑事総設内で実施さ

れている崎正教育の有効性，またさらに，必要な変革について，設がどのように担

保しが(l1tíするのだろうかコヰ~.(こ，受汗U者の人権のとf.ill:L 更生のための矯正教育の

充実とをf掘し、文句にするだけでは不卜分であるむそのような行刑に関する評繊の体

制が艇なされており，そのブイ -1ごパックを通じて行刑の改革と改善とが実効的で

あることが縫保されて初めて，受刑者の人権尊震と更生・社会復帰施策も実効的な

ものとなりうるはずである。

本f荷iは，以上のように，行別において必姿十分な人権保障な終保することが受刑

者の更生にとって，また社会にとって東主主であるという級点から，実際の刑務所行

刑を監視し評価する体制がどのようなものなのか，そしてそれが実効的なものなの

か否かについて考察するために，一つの参考対象として，カリブオノレニア丹、iにおけ

る刑務所監視体制守概観していく。

カリフオルニアチトjの監視体制を対象とするのは，つぎの理Ellからである。つま

り，同州における監視体制には，これまでにも，いくつかの国において伝統的な仕

組みとして実践されてきていた，オンブス?ンおよび監授機関などが存夜してきた

が。それらに加え，200i年の1+1議会下院法案 900(= AB900lの可決に始まる刑務

所改取の一環として設置ちれた， Iカリフオノレニア更生監視委員会 (CaliforniaRc-

habililalio!1仏ersightBoard C-ROBlJが， i'j-JfIJの中でも特{こ，矯正教育および社会

復幼児'1'.プログラムに焦点'e当てて，その実施状況と有効性などについて評価・検

討する体制U-'a:怒えたからであるつつまり，日々の受刑者処遇-'a:担当する刑務所等に

ふIしてだけでなく，行刑の重要な目的である更生および矯正教育についての監視も

実行されるようになり，矯正教育I~ 'I:!心とする行 IfU の rlJ身についての評価が実泌さ

れるようになったと考えられるのである。

それでは以下，第 1苧:にオゴいてこの fカリフオノレニアヨI生監視委員会 (C-ROBlJ

守中心に，それ以外の機関も命めて，カワブヰルニアチ十|における刑務所監祝体iliUの

概要を検討し次いで第 2tfl:で，このような同州の体制がどのように評{認される

のかを考察するつそのL:で，段後{こ， これらの検討が，わが!孟!の刑事施設視察委員

会に期待される役割に到して，どのような示唆金与えうるのかについて倹討した

し、。
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〔研究ノート〕カワブオルニア州の刑務所総視体制と受刑者の人擦に1mする考察

第 1章 カリフオノレニアチHの刑務所監視体制の概要

刑務所における行刑を監視する仕組みとしてカリブオルニアチHがこれまでに有し

ていたのは， に対処するために 1997年に設誼された 17fIJ務所

オンブズマン(ドrisonOm[-ヲudsman)J と，よち一般的{こ，刑務所ーのみならずi可州矯

正更生!なの政策…絞および会計審査についても奴う 1994年設立の f矯正更生局監

視庁(thcOtiice 01" the Inspector Gencral = ()!C) Jである。それらの概立さを見た上

で，今!況の改築において 2007if (こ新設された fカリフオ/レニア更生監視委員会

(以下 f克笠宮二視委民会j または C-I江川)J について，以下検討する。

第 1節刑務 所 オ ン プ ズ マ ン (PrisonOmbudsman) 

(1) r期務所オンブズマンJの設置とその性質

f刑務所オンブズマンjは， 1997 i手{こ，カリフオノレニア州刑法 6267条ユ)によっ

て，矯IE更生局(当I!寺の矯iE防)3) !こ設 1ft された。設-r~J: 当初は， I看護業務を委託さ

れた民間の施設 Cthcdcpartll1cnt-contractcd skilled nursing l~lCilitics) Jに限定的に設

読されたのみであったが，その後，以下{ニヲ11討する問外IJf日法 5066条により，;;1"ン

ブズマンの活動は，ま設i守備線設 (thcll1axImUIl1 security InstitutIons)にその役舗の焦

点全集中することとされた。しかし実際には，同 5066条が姿求する，機能の f拡

張jにより，少年総設を?ffむすべての閥系施設が対象とされておち，その活動領域

は州内の刑事施設全体(こ及んで‘いる 3

5066条4)r矯IE局長:ふ既存のオンブズマン・プログラムについて，]J!努{給路

設{こまま突に焦点を当てつつ，チH刑務所全体{ニオンブメ‘マンの総合的展開{f確保

すべし拡仮しなければならないJ

こうして涜夜では， 33すべての刑事線設を対象とする湾外!の f刑務所オンブズ

マンjであるが，そこにJTIfi!i;されているのは 6:fちのポストのみで， 2010 ii三混在， 5 

名のオンブズマンが任命されているに過ぎない5しまた，設訟の経線から，オンブ

ズマン・オフィスは， 1可チH矯正更生局内の一機関であり，独立宇したものではない的む

また， このような職務を担う刑務所オンアズマンのまま質として重要となるのは，
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言うまでもなく，渉外関係，つまり多くのー殺の市民との良好な関係の構築にもう述

してお、 i)，受刑者およびその家族，さら との関係はもちろん，州議会の議

nおよびそのスタップ，行政の務職員とも緊幸子Jな関係ぞスムーズに展開する能力を

イIすえ3字?でなければならない。

(2) その役割

1り仰ヲ?主年Fド今に矯正吏生局 {当i終待の3更芝f栄色!絡渇剣) (にこ設E践立された f汀Jf

?溺辺として:は立ふ，::E主ミとしてつiぎずのニつが;期羽?待守されている C 一つ{ふ カリフオノレニア川橋

XElj芝生局長に対して，刑務所等成人橋正施設に必いて発生する事件や問題について

報告すること，もう…つは，それら 1:f1:{!j二や悶怒合めぐって同局が有する課題の明確

fととその解決について，前向き

な任務を泉たすi)c 

をすることである。そのために，つぎのよう

-矯1[1誌の行政上の決定が実行されていること，またそれが湾局の政策{こ適合的

であることを監視する c

-チH立法府その他の擁護団体等{こ7りしてー同!誌の政策や機能について理解te促進

するつ

・起こりうる問題について刑務所長等に努告を発するc

-訴訟を~Iêl避するために‘制度的な課題を発見し特定 (i正lentifりするつ

-制度的な課題を発見し特定するために，受刑者その他の関係者からの手紙その

{由通信念倹討する c

しかし 17lJ人近いカリフオルニアチ1'1受刑者およびその他の関係者から寄せら

れる f手紙その他通信j 全検討し，矯IU芝生!誌の政策等が適切であるか否かを監視

し，開局長{こ*f{fEj.するという 1:記の主図的合迷成するためにオンブズマン・オフィ

スに言語かれている予~~ì: は， {Flli] 100万ドノレ;こ)f!I1ぎない料。

(3) その限界

カリフオノレニアチトi刑務所オンブズマンの職務の限界として， オンブズマン・オ

フィス I~I らが考会げている苦手術{ふJ;J、ドのようなものである c すなわち，正式な捜

査・ 4司会!な行う権限がないこと，法律や/レーノレ会変更する擬|設がないこと，

ztliijの判i続・決定等主:'l'l1す権I設がないことなどである。つまち.受刑者およびその

家/j丸抱罪被害者等からの指織をf受け，施設または制世として抱える問題点や課題
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を発見し，それらについて検討し政策や手続などについて，必姿と忠、われる変更

や修正念するよう，関係各所に勧告する権限含有するののみである。つまり ，}j設設

および制度としての問題点について熟知し，それを了解決するための政策や手続，そ

の他運用の変更を勧告することが，カリフオルニア州刑務所オンブズマンの最大の

任務であるから，そのEl的で受刑者から，さらには受刑者の家族や受刑者によって

被害ど受けた被害者からも奈指令聴取することによち，多くの情報を~f.守ることがで

き，またそのようにすることが期待されている。しかし，独立の機関として，一定

の法的な権限ぞもって，必要とされる変更や修正弘積極的かつ能動的に実行する

ことが許されているわけではないc

それではつぎに，向子、Hにおいて，独立:機関として刑務所体総合監視する，[古希正

について検討しようっ

第 2節矯正更生局監視庁 (TheOftice of 

the Inspector General) 10) 

(1 ) r矯正吏生局監視庁j とその下位機関および役割

は，カリフオルニ のコFiEミナ発見， 諮主主し， 必

要{こ応じて適切な処罰公取ることを目的に 1994年に向井i刑法 6125条によって設段

されたc 現総員数 151名という大規模む級識である同数視11"の段荷主主任者，監授f庁γ 

;長長?恰官主ぎ，- (れtl恥1刊elns叩p光治ε出にcぬ:

f任壬;努期寺羽jでi任壬命され，その職は311立官総1じであるコまた，同法 6126条 a墳 1号{こより，

大きくつぎの三つの権限と絞務な付与されているっすなわち，カリフオルニア弁i矯

正更生局の政策・手続が適切であるか否かを審査すること，会計三葬交をケ実施するこ

と，そして，矯正更生!議会体の政策および執行{こ関する調査を行うことである 12)

これらの権限と職務を執行するために設けられた下位の部局としては，以下の一

つが存在する。一つは，刑務所等刑事総設に対して実施ずる会計五主主記念中心とする

総理LJ二の不正監視に当たる「会計寝室主総変局 (TheBureau of八uditsand lnvestigaω 

lionsl J ，二つめに，賂正吏~t:1誌にオゴげる行政的・刑事的なfQij阪から不正念監視する

(The Bureau ()f Criminal Invcstigationsl Jである。そして，三つめには

(The Bureau 01' Independent Revie¥¥りで，矯正吏生f誌における内部授

交の実胞を監視すると陪11寺{こ， j翠戒処分や訴訟に隠する監視を行う。また，刑務所

等における看守など職員による実力行使についての監視も独立審査局が実施する。
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本音ujの目的である汗IjajJ Iflli設の行刑監視システムの視点から最も関心が持たれるの

は，以後の f独立審査局jであるから，その職務およびその実施状況について，悶

)"jがlIj.{j三ほ{ま 1Iftjのペースで発行している報告書会概観しながら検討する。

(2) r y虫立審査局Jの職務の競要

河川が 2010年 4J=J 15日{こ発行した会 li4廷の報告書において，実際lこ前時報告

Afからそれまでの時期に取り放ったいくつかのケースの調査等の顛末が記されてい

るc その報告設の一部を以下概観し，その職務と調査の災f援を担握しよう。

r oでニタリング活動の概要 (SmI~IARY OF i¥[O:¥ITORI:¥G 八CTI¥η1I叫j とする項目の冒

頭で述べられているところを以下に引用し i切るの任務を明確にする c すなわち，

r 3!虫立審査局の第一のi織務は，矯JE更生局の懲罰過複合モニタリングすることであ

るc これは，職員の不正行為を組織内で誠資する内部捜主主 (internalaffairs in¥'estiga-

tions)の実施について，および，不正行為とされる行為に関する懲戒処分の決定に

ついて，モニタリングすることを包含する。それに加えて，独立審査結は，矯正更

生局の ?E重大事件 (criticalincidcnts) に対する対処と， i'実力行使事件(lIsc-of-

!orce incidcnts) についてもそニタリングする。J13) 

つまり JI議員に対する懲戒過裂が適切であることの監視，うZ矯正更生局にお

ける m}:，: ~JH'I:への対処が適切であることの監視ーそして， c~ 職員による笑力行使

が適切であることの主主規， という三つが符!誌の余たる任務ということである。

さて， その 2010年 4月 15EI付社if;ii?では， 2009 :1:1: i月から同年 12JceJまでの約

半年間{ニカリフオルニア外i橋正史éUíijが;f~1;幣する刑事施設等において発生した，死

亡'M'I:8{'I:を合む 2ilのlJCI'I:，および、 139f'I:の現大本('1:{fモニタリングの対象と

しているこここで言う汲jぷJH'I:とは，奇IE更生誌のt!lJl日fIl'q対応を必要とする暴動

や殺人jなどであるl-!)また、 この件数は 2009ifo守月発行の卒[}告書作成11寺に比し

て減少しているが，それは予32削減によるJ[議只の勤務時間カット:こよりラ対象事件

数を絞り込む必姿があったためで， 4t1(q二数自体が減少したためではないということ

である 15)。

1 核実の懲戒処分!こ窮する主主視

とするそニタリングのうち、 2第iお}--~~の fJ聡i段訟f員l!にこI対1すfけ寸すぬる懲y波炎釘j過&干ヂ梨『1日iA:

:にこi関芸勾!すす‘るニそεニタリンクググ、梢、:にこ之お子孔L、て:は立， I司祭主主f誌は内l:rfj使交官と十11談し， 丞立さな ~Ji>lt持主

い， iliE拠 L， :こi思し勧告をf行う。それに法づき‘
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〔研究ノート)カワブヰルニアチHの刑務所総視体詰IJと受刑者の人権:ニi主iする7ttg祭

局の雇用委員会 (hiringallthorilies)が懲戒処分に隠して決定合するが，その決定に

践して築資絡がi得意しない場合{こは，緩用委員会幹部による再審査が行われ，最終

的な処分が決定される 3 当然ながら，懲戒対象となったI役員はその処分について災

議の申し立てを，チH人事委員会 (lheStalc Personnel Board) に提起することがで

き，独立審査局{ふその後の手続ミナモニタリングする。その呉議111し立ての結果，

E当初の懲淡処分から大きな変化が生じた場合には， それをや桜台芸?に記絞し公表する

ことができるつそのような公表がなされた懲戒処分は，今回の報告書の対象期間に

おいてはお件存:(1:し，そのうち 7件に臨し

している 16)乙

{ま「不適(正leticient)Jと判断

2. ~重大警察件への対処に関する監視

第二の fj;重大事件への対処 J (こ認するそニタリングは， 2009 iド7汚から同年 12

月までの対象潟 I~[j (こおし、て， 139 件の事件~対象{ニヲミ娠されたむ前回調査期間の

2009 ijo 1 月 ~6 月期の子l'数は 147 子1:であったから， Sqむの減少となるが，

件J(こ該当する一むつのカテゴリーのうち，後多である[受刑者の身体的重傷(ln-

matc Grcat Bodily Injllry) J (こ関しては，前回販問の 50{'I:に対して今回は 60件と機

加!している。また，より重度の， f致命的実力の行使(じSCof Dc吋l¥"Force) J (ニ関

しでも，i {'I二から 9件へと増加した17)したがって，その飽のカテゴリーに33いて

はいずれも減少している。

さて， これらffi大事{'I二とされた 13守件のすべてについてそニタワングの結巣，矯

正吏生局によって絞られた処i援は適切であったと判断された。モニタワングの結果

は， H!二ずつ，

および

(FA仁rs01' CASE) ， f辛子!二の処理 (DlSP()SITIO~ 01' CAS[‘)J 

同の評価(BUIU、¥UAss[百S訂正討すけの 3項目につき， それぞれ数

行ずつ記絞し， としてまとめられる。たとえば，この期限iの の長初{こ

U¥てくるヨH'I:(Casc災0.0守-0i25) で{ふ r~JJ {q:のとして‘ 12009'rl三12JeJ 17 

日に，それより 14EI前{こ問家者によって1'1:(1'']暴行ぞ受けたとする

に寄せられた。 医療的評価が~事者双方「に3経路され，傷害(こは否定的な結楽であっ

た q，法負が{訟の受刑者{こrm談喜子したが， その情報喜子支持する目撃者も託拠も存在し

なかった。j と記殺され， r辛子ドの処:f!I!Jの項 [1では，本件……:ふ

基準{こ合致しないため，検事局{こ送致されなかったc また穐絞員

もなく， ヰ王子i:{ま!今i官三五項捜査局 (lhcOftice of Inlcrnal A!Tairs for InvcSlig日lion)(こも

i主主主されなかったcJと記殺されている。それに対する日独立審査tJ)ぷjのft1'11!fiJの

l守1



fji 11では， Iオ三f'I:におIする〔焔JU芝生JI誌の全体的対応は，すべての重大見出におい

て切であった内向局{ネ ト分な Hl談~(関係各所と)行っている c しかしながら，

本件に関する初期情報公〔独立祭主支局{こ対して)時間的に早急に (ina timeh' man司

ncr) 伝達していない Cしかし，独立審査JI出 ふ人事委fl会が内部事項捜査局へ

送致しないとする決定{こ同意するJ と判断し!lin必ずJ:がないことを確認してい

るIXi

3.毅主主による実カ行使i二関する監授

i没後の f職員による実力行使jの適切徐にiおするそニタリングは， ~i談員が rifE探

なと，致命的実力の行使j をした場合，または， I)iEを結果するような実力の行

使j なした場合:ニ‘直ちに矯正更生)誌は，独立浴査}誌に通知することとなってお

り， その通知を受けて諾!おま直ちにとj手間二の現場で調査を了開始する。今[e]の報告期間

においては， 8 ('1二の f致命的災カの行使jがモニターされ， 3 ('1:において刑事捜査

が， 5 件において行政(I~捜資が実施された。それらに関してこのif'fHちJ定で{立，たと

えば， 12009 ii三11J=l 1 El， 2名の受術者ーがi唆際， J隊員の停止命令に従わずc 総員は

若手('1:を制!とするために，致命的ではない 3発を発砲。最初の 2発は，日擦を外れた

がー 3発[1は 2名のうちの 1名のf'f:'i(こ命<:1"し、!民i礁は静止したc その命中で負傷

した受刑者{立地域の総統(こ段j去された c という f司王子l二の事実J(Casc 1¥0.0ヲ0i28)

について，矯 íE~芝生!誌は受1向者喜子送検せず， また織nO)不正行為も存主しないと 'I'IJ

i析したため，内部若手写i技1支局(こ送致しなかった。またこれら一連の事件の顛末につ

し、-(， も， [I¥J;認がないと判断している。すなわち，日独立審査)局は司会

11:ワl!'1: 111)が，すべての京大助1mにおいて適切に対処したと判断する 3 本件(こ関

L， l王寺11:吏'Uぬは{独立安ずがおrJ{ニ適切に通知lし相談合した(人事委員会{ふ本('1:

を内部'jCfJ'[技査局に法致しないことを選択したが， Cj!虫、玄海fl')J議はそのひとまた~ ，こ i百Û}~~

するJ19)とc

以上のように， I独立後査対j は，受刑者と日常的に援する機会のある Jf，改良のさ

まざまな不正行為{こ対する懲成処分の適切性や，職員による実力行伎の適切'1:'1:，ま

どについて，独}l:機関として授交・

BJ~資したとでお'íl出i し， それを7絡壬1'.1 [6]以 L 手段合言!?として公表する。こうすること

により.胞設て、何が起きており，それについて設がどのように対込し， どのような

処泌がなされたのか，また独立審査局の評{耐まいかなるものかについて，外部のー
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〔研究ノート)カリアヰルニア似の刑務所監筏体制jと受刻表の人権;こ関する考察

殺の市民も知ることができ，理解することが可能となる。このような方法で，時1+1

では，刑務所等における行刑の運営についての適切絵を確保するよう制度的に保障

しており，また，一般の人々に対しても透明性を磯保することができるような方法

を設けていると考えられる。

それて、はつまに，カリブオルニアチHにおける刑楽施設の行刑，特に受刑者に対す

る矯正教育および社会復帰を実現する吏ゑのための織策およびその実施に関する監

祝体訪日について，検討しよう。

第 3部 カリフオノレニア更生監視委員会 (CぷOB:

The CaliおrniaRehabilitatiol1 Oversight Board) 

(1) Iカリブオノレニア更生監視委員会 :C叩 ROBJ の設立と役割

C-ROBは， 2007.{ドに可決された州議会下院法案 AB90020)によって改正され

た，カワブオノレニアチト|刑法 6141条が設置する鼓視委員会で，受刑者および保護観

察中の者に対して縞正更生局が実施する矯正プログラムに関して，定期的にそれら

プログラムの有効性や実施状況の審査を行い，州知事および州議会に，年に 2度，

報告書を提出することを任務としている。開条は，以下のように C-ROちの権限等

について明示している。

C-ROB (ま，少なくとも年に 4閉会合合間き，矯正受ti:f，るが受Jflj者および仮釈

放中の者に対し実路寸る精神的健康 (mentalhealth)・薬物乱用・教科教育およ

る諮プログラムを定期的に審査しなければならないコ問委員

会は， 3 1::] 15日および 9FJ 15日の年{こ 21gj，州安n事，および州議会に対し〔報

告書の提示によって〕毅鈴をしなければならない。また，必要と考えるなら

ば，その伎の報告書を疑似することができる。報告書(ふつぎの事項に限定さ

れるものではないが，それらをァ含むものでなければならない。〔すなわち)治療

(treatmcnt eftorts)の効果についての調交結果，受刑者のE芝生議要 (rehabilita叩

tion needs)，局内での諸矯正プログラム認の格主主，受刑者のブログラムへの参

加状況行よび成功状況である。罰委長会はまた，矯正および治療プログラムの

修正，迫力日および燦11:について，州知事および州議会に勧告(recoJ11J11endaω 

tionsl合しなければならない。
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~ 0)条文に示されているように， C-ROBの任務{ふ単に 2007年の r¥B900に基

づく新)Jlのブログラムの実版状況を監視することだけではなく， i病対l的健康・薬

物乱!lJ.教科教育および職業訓練に隠する諮プログラムj を了後査する， とされてい

ることから分かるように，矯jE更生局が実施するさまむまな後類のプログラムそそ

の対象としている。つまち， C-ROBが実施状況な監視し[;'1'倒するプログラム{こ

は，矯iEプログラムだけではなしその他教科教育やi険業泌総などが広〈含まれて

いるのである c

さて，200i ijミ6j=j 19日に初めての会議i'1剥いて以米， C-ROBは年{こ 6[r'lの

ペースで会議i'開いてきている。これら会議はすべて公開となっており，r!J民の訟

でも傍聴することが可能であり，各会議の掲催日持場所，議題等および議事録につ

いて，ウェブ上で見ることができる 21)，問委民会のメンハーは 11名で，問弁i矯iE

更生局監視庁長官が議長ぞ務め， そのほかには，矯正史生局長， I求人ブムログラム責

任者， カリフヰノレニア外|コミュニティー・カレッジ副学長，同1'!-[アノレコーノレ・薬物

プログラム局長，椅糾l健康局長，カリフオノレニア大学(アーハイン校)教授ヲカリ

ブオノレニア州立大学(サクラメント佼)教授， ソラノ・カウンティー保安官 (9:n*指

名入成人保護観察官チーフ(上院磁[，11寺議長J浜名)， ロサンゼルス・カウンティー精神

{怨)，ji1"J地域医療所長(下院議長指名)がメンパーに加わっていると)むさらに，先

述， ['iJ州刑法 6141条にあるように， C-ROBは，毎年 21''1]，さまざまな矯正教脊

アログラム等に関する若手変の結果について， r川4升州'"刊，1以矢;ドはi

な:け7れ{ばばま£、ならないとさ1.れ!礼lており， 2007 ifからすでに 8慌にわたって報告書が作成

され。州知事および州議会(こ士、jして提出されるとともに，一般にもウェア j二て、公開

d ，ftてし、る 23)

つぎに， そのiii釈の線合1'r-(2010 iドザ JJ15 11付。本文 12nむよび資jヰミ手付録 12

f[)24J (二基づいて， さまざまな矯正プログラムに関する C-ROBによる祭主主の結5誌

を概観しその活動と矯iEプログラム実施における主主題等について見てみようミカ

リブオルニアチトi橋立更生局にも突き付げられた思議'jO)予算削減によって，多くのプ

ログラムの規模縮小およびWJlm綬絡が否応なく強いられていることから，さまざま

な課題が提起されてきていることが埋解ーされる c

(2) C叩 ROB活動報告書が指擁する課題

1.矯正プログラム受講率について

カリブオノレニアチH矯正克志局が矯正プログラムとして実施しているものには，大

iり4



〔研究ノート〕カワブオルニア外!の刑務所滋絞体制と受1持者の人権{こi対する考察

きくつぎの三つがある。つまり，教科教夜プログラム(八cadcmicPrograml， lf，絞業訓

練プログラム (VocationalPrograml，および，薬物乱用プログラム (Substancc

abusc Programlであるコそして，課題は，それらプログラムの実施状況について，

持{こ参加率が低迷であることを~， C-ROBは指綴ずる。すなわち，教科教育につい

てはおタ!むの参加平に過ぎず，職業訓練は 75.6<}D，そして，薬物滋府プログラム

は 97.5t}uでしかなし、と。

これにおIする矯正更生局からの説明:ふ各種プログラムが新規に出始されたばか

うのII寺別であるために，参加率が低いというものだが， C-ROBはその説明の妥当

性も含め，特(こ教科教育については，受刑者を絞初(ニプレイスメントするための基

準に鍔題がないかなどについて，今後，継続してそニターしていき，次[ljl2011年

3 J=!の報告書においてその結架合公表するとしているお)つ

2.矯正プログラム援当者の確保について

さらに， これら矯正プログラムを具体的に災施する教員およ の充足数お

よび祭1']率についても，つぎのように， C-ROBとして検討した結果セ報告書にま

とめている。つまり. 2010:fド iJミI1 1=1現在として， 524のポストに対しておの空

ミヲポストがあるために空白率は 10%であり，補助教員ボスト 173におIして 117の

空きポスト，つまり空白ネは 6i<)1)という状況である。そのため， これら空きポス

トミナ充足させるための募集を続けているとの説明が矯正更生局からなむれている

が，これに対する c-沢OB としての見ío/i~は， fI下冬{こ 800人という多くの教員および

をアレイオブしておきながら，現時点でこのように空きポストがあるというこ

と自体が不自然である， というものである。また，新規の教予言プログラムを含む諸

プログラムの詳{iIliを，教員号車をや心に構成される評議会 Ocadershipcoullcils)が 6

カfJごとに実施し，必姿な改怒号?諸機関:こ求めるとしている点につき，半年ごとに

変{とするような教育プログラムでは，逆に受講者である受別名にとって不利伎とな

ることも考えられるとして.これらの課題につき絞続的にモニタ一念行い， 2011 

年 3fJ 、てその結泉 るとしている2i)0 

3.薬物乱用プログラムの実施期間について

薬物乱用プログラム{ふ受刑者受01存者が約 8500名，仮釈放や受講若手が約 4900

名，その受講ネは 97.5%と好調のようであるが， C-ROBによると，長期間のや識

経綾な有する成人に対してのプログラム刻銘として， 90日間というのが，十分な
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効果をあげることが期待できる時間なのか百かについて，検討の余地があるとす

るお} さらに， E主体的な問題として，仮釈放が 1年以内{こ控えている受刑者{こ対

しては，薬物11yif.用プログラムを受講できる施設に移送することに橋正更生局は努力

するとするが，仮釈放までさらに長期の期限待たねばならない受刑者については，

そのようなプログラムの受講が不可能な施設に収谷される傾向があることを指摘

し改手専念求めている 29)。

4. C-ROB評価データのタイムラグについて

さらに，さまざまな矯正プログラムについて評似を行うことを求められている

C-ROBに対する，データ提供のタイミング等について，データが半年遅れのもの

であるため，次[iS]報告書期限の 2011年 3月には， 2010 年 4~9 }~のデータに基づ

く評価とその報告になることに対する不j誌を C-ROBは，間報告書においてつぎの

ように表現している。すなわち， r当委員会は， J正縫でタイムリーなデータなしで

は，プログラムの突指とその成功について評価することができない3ということを

日'i:lmに続き)1存度，Mi認しなければならないのは，絶大な不満 (withgre乱tfrustnト

tiOIl)金持つてのことであるJ30)と。

.[;)、l:のように， C-IミOB(ネ受jflJ者およびその家絞または毛皮努者およびその家族

などからの，受刑生活や被得後の生活なと，さまざまな弱からの苦情や提案全処恕

する fJflJ務所オンブス、マンj とは呉なり，矯正更生局{こより受刑者および仮釈放中

の:灼こ付して実施されている，さまさまな矯IE教育およびプログラムの実施状況お

よび効ヨロy;をそニターしデータを，1去に;j'l'ulliし，改1'({:}:なや談窓なとについて州知事

および州浜会に対して報告ii?という形式で提案することを任務としている。

その特徴としてまず挙げられるのは，原則的に公開ということだっ年 2[i:1I提出の

報告書はもとより‘ '.:1三4Ir'l1;)、 1:のI1fJiWが法的に義務付けられ，実捺{こは王手 619:1開催

されている会議自体が公|泌されー矯iEプログラムにおいて何が問題として議論§れ

ているのか， fill!足!'I(主将かなとについてラ…般市民{こ傍聴を:ft!fし透明伎を高めてい

る c また，二つめには，矯JE9'!!]'.尚およびその関連職員だけでなく，火学教員を~<=1" 

心に第三者である 3rJ~ そのメンバーに入れ，第三者機関として…般的な良識を主主

にした公平性および公正性を確保しようとしているということである。 i時局内部に

おける評価機関であれば，そのようなー絞的な公開性および公平伎を保つ理由も動

機付けも生じず， 2007年の AB900によって絡に就いた行刑改革以前と変わらな
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い， l;kjl在日的な監査ですべてが終わってしまう可能性もあろうが， このように公開性

と第三者性を確保することで，受刑者のE芝生および社会復帰について，矯lE更生局

全体として説暁責任~]ミわなければならないシステムができあがったと言えようむ

第 2章 カリアオノレニア州の刑務所監視体制に

関する評{語

は，カリブオ/レニアチHにおける刑務所説授システムの概要をえずこ。つぎ

に，そのような監祝システムに関する評鮒î~，特にどのような言是認が指摘されてい

るのかについて，前述の主たる三三つの機関について検討していこう 3

(1) r刑務所オンブ、ズマンjについて

19ヲiiF!こ設認された「刑務所オンブズマンJ(こi渇する課題として指摘されている

ことのうち，特{こ立:ì~と考えられるのは，その独立 til:の欠如である 31) 0 渡邦控訴

9 )墨田区裁判所裁判官アーサー・アラーコン (ArthurL・A!arcon)はそ

において，独立役欠知の問題を扱っているので，これについて倹討しよう。

f刑務所オンブ、ズマンJ(こ独立後が磯保されていないことから，受刑者の権利侵

弐f(こ対する救済{こ失敗した斜として，アラーコン'1'ljl:J'lが挙げるのは，担当の連邦控

訴議第 9巡回区裁判所に 2005年{こ係争した「ローズ対ロビンソンヱj1{'!二j である c

原告のカリフヰ/レニア州刑務所受刑者ケビン・ローズが，刑務所内での処遇につい

て苦情の11'1し立てをしたことが線開で，繰り返し刑務所から報復を受けたとして，

訴訟を子提起したものであった刻。その訴訟の被告には，刑務所刑務官および刑務

所長以外に， r刑務所オンブφ ズマンj も含められていた。なぜなら，ローズは，総

務官の彼:ニ対する取り扱いに認して‘苦情をアオンブズマン(ニ提出し救済を求めたに

もかかわらず，オンブズマンは迅速7)>つ適切に処理することなしむしろ受刑務で

される

その

(the ivlen's Ad¥'isorv Council) J (二苦情を転j乏しただけで，

は受刑者救済の権限ぞ持たないため，結局，ローズは何ら実効

的救済企得ることがなかったからである。それではなぜ f刑務所オンブズマンj

は，ローズの苦情についてそのように不適切と考えられるような処理をしたのかっ

アラーコン料率は，そこにオンブズマンの独女性の欠如があると指掃する。つま

り，独立して事件を調査し受刑者の数済~する権限がオンブズマンに認められてい
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れは，その権l裂を行使して，事案の:l'iii!!さを羽交・ 6花認のl:，ローズの救済を!苅るこ

とが可能であっただろうが，そのMlfjHが認ふうられていないために，オンア、ズマンは

f紡行協議会Jという{也の組織にロースのお1'1二を松送し処空Ilを託すしかなかった

と与えるのである3-1)c 

アラーコン判事の主張{ふ itf日務Nfオンブスマンj に独立性ミナ持たせることに

よって、数多くの事案を米然に解決することが可能となり，それによって訴訟を出

避することができ， そのため莫大な/1¥授をリHは節約することができる， というもの

であるひ間判事によれば，カリフオルニアチH倹祭庁 (theCalifornia F¥llorne¥' (;eneral's 

Oflicc)が矯正部門における訴訟のために符jいている予算は王手応i1450万ド/レで，受

刑者からの訴訟を?取り抜うためだけに援用されている弁護支は 22名‘それに加え

て矯正史生局も外部から弁護士を濯うために 300万ドノレの予算全有する c そして，

2004-2005 i手には，受刑者からの訴訟提起と ~t淡のための示談または判決によって

総額 2i6万ド、/レあまりを，また，クラスアクションの判決において ii4万ドルあま

ちを阿川は支払っているのである35)() 

さらに，このような泊費が， ηflj務所オンブス、マンjの存在によって不必要となっ

た例として，アラーコン判事は，同州刑務所コーコラン (Corcoran)における 2004

fJ:の事例全紹介する c その主.jC{$'Uにおいては，特定の宗教に属する受刑者がー月ごと

の宗教的行事におし、て，特定のタイブのilJjl布、を利!りすることから，刑務所に都府;の

使11]i(F iiJ合求めたがJF汗されたため， i!lUfa自殺にjjぷJi:したぐその逮邦地裁判事が，

r )flJ務所オンブズマンJ(ニコンタクトセ取札受IflJ:;貯に分があり， r~罰的賠償とし

て 50)jドノレ公認めることを考えていると伝えたのである jのしこの提訴および判事

のコンタクトにより，オンブズマンは調交を開始し，確かに当該受刑者がその主張

の通りに、ある特定のタイプの初!認を利用する宗教を信仰しており，その行事にそ

の胡麻が必喜さであることを確認したこそこで寸ンブ、ズ?ンは，胡呼:F~一定泣漬かる

こととし，必要な11寺に当該受刑若手に利用させることとし， この!J~案は終了した《

アラーコン判事によれば，この事例が示すことはつぎの計約である。 rこの事{午

は，オンブズマンがい7P(こ苦情ーを解決することができるかをブ示す明確な事例合提供

している。 しかしながら，理想的には， このような ~ff約が独立(1ヲオンブズマンのも

とに提示され‘訴訟(jfj!起)なしに (withoutlitigation)解決されることで、ある c

連邦段訴審第 9 巡IEllfK裁判所で，人権〔侵寄]について苛11'f~取し Hl た受刑者が勝訴

した事件の多くにおいて， オンブズマンもその紛守争?を念ナ解iジ決jたとで iきFたことでで、JあうJろううとj

jわ)7.れ工fニJ3了)とε
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このように，現行の f刑務所オンブズマンj を独立伎のあるものとし，訴訟を1m

避する作JiH:おわせることで，受刑者に対する，より迅速で実効的な権利保障な確

保しつつ，問符{こ，チHにとっても訴訟費用など不必要な支出を了間避できるというメ

リットの存在には，強い説得力があるごまた，そのために，アラーコン判事が提示

する改正法案では，オンブ、ズマンミアハイレベノレの公務員とし， その任命権者ーを現在

の矯正更生局長から，州議会閥抗の過半数の承認によるものとしてその独立tl:を高

めるとともに，任期として，再任の可能性を有する 6:fド任期とし， I刑務所オンブ、

ズマンjの継続性および専門伎を確保ーすることを提案している38人

(2) 犠J:E更生昂監視庁について

~Iõ営利公益同体であるブリズン・ロー・オアイス所長のドナノレド・スペクターが

2006 :fr:に公表した-論説に基づき，橋正更生偽監視庁 (OIG)の評街lii"試みてみよ

う。スベクターは， 01Gの機能について，具体的な事例の検討において，次のよ

うに続事延長せな評簡をしている。

1990年代{二‘カリプオ/レニア州ペリカン・ベイ刑務所およびコーコラン刑務所に

おいて発生した，刑務官および受刑者の死傷事件について， 01じが捜査を::fiっ

た乞そして，その結果，明らかになったことは，スベクターによれば，刑務所内の

暴力事件発生の原i主"ふ受刑者自身の主主力的な行動のみに存在するのではなし刑

務所の f文化の機能，その?才、ージメントの省効性，そして呼として，受刑者の

誤った取りJ及いをケ擁護する政治的税災J39i (こ大きく依符しているとのことである

結論としてスベクターは，刑務所など[刑事矯正施設における安全の鍵{ふ受刑者

ではなく施設として (asal1 institution)の刑務所にあるJ40iとする。

このような結論{二五るための基礎的な判断材料金与えたのが，公表されている

OICの捜査結果である。スベクターはつぎのように言うむ「カリブオノレニア

生局監視庁は， IflJ州男子刑務所における，忌み嫌うべき状況 (dcplorablcconditiol1S) 

と貧相な運営マネージメントによって，刑務官が(受刑者ーによって〕殺害されたこと

を7見いだし(そのことから，刑務所の〕状況と暴力との間の関係's:明確にしたc

01Cの発見によると，マ官を殺害しようとし〔て有罪となり)，近時の続!廷でも重

度の攻撃的行動を幸子するために収容された受刑者{e，刑務所が，一般被収容者の仁t

にとどめることをナ認めるという，基本的{受刑者〕分類手続違反を犯していたのであ

るつつまり， [í宇梁fflJ 工具{こ f~するお組末な管怒とお粗末な統制手続から，受刑者

は武岩誌を予に入れ偲し持つことが可能となったのだ。 OIGの捜査結果は， ほとん
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との矯11二行政官にとって良識であるところの， うまく運営されている刑務所は比較

的安全であるが，お*11)/ミな巡営の刑務所は安全ではないということを，詳おll(こ表明

してし、るJmと。

}のように， 01Gが捜査権践を持ち，その結果を公表することが義務付けられ

ていることにより，刑務所内における事{引こついて知ることが可能となり，それに

孫づき評価と改革の機会主ア得ることができるために，積極的に 01G令位E立付ける

ことができょう c

(3) iカリフオノレニア更生監説委員 C“iミOBについて

C-1ミOBは200i年に設置されたばかりの機関で、あり，これに関して，研究者に

よる評価等は未だ公表されていない。しかし，先述の 2010if 9月発行の C-RO日

報告書の中で示されているように，矯正E芝生局からのさまぢまなデータや資料提イ共

が約半年ほど巡礼それぞ基{こ C-1¥OBは同!誌の矯iEプログラム等の施策公評伝liす

るために， さらにそれ以上の時間が必~とされる。そして，その詳細に基づき c

ROBが州議会および知事に対して，改議勧告等をするのはさらに後になち，その

改35勧告等を基に立法ーおよび行政的倍程が取られるとすると， そのような c-

ROBの止Yituiや健三誌が現実に実行むれるのは， n問題が露見されてから相当先のこと

になる J そのような点が， C-ROおの欠点ではなくても，実効性についての評綴と

して，マイナスに作用する可能性はあるであろう

また， C-R013の構成メンバーのr!，には，確かに大学教員等の第三者が入ってお

旬，第三者'!1:をある程度有することは事実であるが，その第三者のやには，弁護士

などの法律専門家は含まれていない。つまり‘刑務所内での人権侵害等に関する受

別名からの苦情七災誌に訴訟に布いて処理している法律家の視点から，橋正更生

f誌の行jfljおよび矯正秘策との関係で検討評価し，訴訟fiJJ避に資する行刑および橋正

施策とすることが必立さであろう c であれば， CペミOBのメンパーの中{こ法律家金入

れることが霊安ーであろうと考えられる。したがって.今後の課題の…っとして，

C-ROBのメンバー構成の再検討が挙げられよう。

結語一一今後の諜題:わが国における刑務所監視との関連で

以 i二本格では，カリフオノレニア外!の刑務所等刑事施設における，矯正教育を含む
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行測に関する監視体制がいかなるものなのかを?概観してきた。その結果， j~ として

三つの機関が存在し，それぞれの役割に応じた監授機能を来たしていることが理解

された。まず，受刑務およびその家族等から，苦情念直接的に受け付U'，処理する

として，矯正更生局内部に存在する f刑務所オンブス‘マンjである c つぎに，

iこ対する懲戒処分予絞をそニターすると同時に， それら織

し， 1時として，適切性な欠いた疑いのある行為について捜査会

行い，その結果に基づき必要に応じて検察庁に送倹する機関で，矯正更生局から独

立して存在する f矯正更生局監視庁JOIGの中の「独立寝室主局j であるつそし

て，三つめに，矯正更生ぬが~として受刑者に対して尖絡する矯正教育や諸島プログ

ラムの実施状況およびそれらの有効性について監筏し評価する，200i年 AB900に

より設置された「カリフオノレニア更生監視委段会JC-ROBである。そして， これ

ら機関の活動は， 1刑務所オンプズマンj合除いて，主年ドに復数i紛汲の幸毅授{台祭マ容~;?の子列'1十削iト‘

よび議会提社出i{にこよつて公関さ iれ1ることで，関係機関および市民に， f司が矯正更生!誌

の施設で起きており，何がfljjr，認なのかについて，鳴らかになるようにされているc

このようなカリブオルニアの三つの監視機関:ニキ11当する組織は，わが留にあるの

だろうかつ第一の「刑務所オンブズマン j の機能の…部については，わが!認で

2006 年に設rJ~l された

度末現在，全国で ii筒所存在する f刑事施設視察委員会J(ふそれぞれが狽当す

る施設の;突から，その施設の行問{こ関するttl報の提供を受け，また，それぞれの施

設の受刑者から数多くの「怒見提案者j を受理しさらに，さまざまな行刑の実態

全自ら視察し，それら見開に基づき，視察委員会j としての怠党合その施設の長

{こ，年{こ一皮， 1意見j として提出し，それがさらに法務省矯正}誌にあげられてい

るゆっこれによち，矯j[1誌はそれぞれの施設の実態と課題などについて態解い

改議営実施することができるようになると考えられる。

他方，カリフオノレニアチ1，10)i刑務所オンブズマンjは， f悶々の刑務所ではなし

州内すべての別務所の受刑務からの苦搭等~取ち扱っている。さらに，わがi誌の

と呉なり，受刑者家族や犯罪被読者からの苦情や相談も取

り扱う。そのために全線設の状況を， f自の施設との比較において，さらにまた，受

刑者のみならず被害者全含む犯罪の関係者からの苦情や窓~を得ることにより，よ

り!よい視野からヨ主体的に， さまざまな状況と諜題とぞ把握することが可能となち，

その分‘問題解決策や刑事施設が実泌すべき施策に!返する提言ふ総合的視点から

のものとなりうるであろうっしかし，逆に，その取り扱う多数の苦情処理が f刑務
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所オンブズマンj の過大な負おとなり，機能不玉三に陥る可能性が内子とするというマ

イナスジ)安楽も災際に存夜する。これにおiして，わが国の f刑事随設視察委只会J

{ふそれぞれfI遅々の施設しかえておらず，また，苦情等もその泌設の受別手すから受

け付けるのみで，その家族，また‘被害者および被詩者家紋や被答者遺族からのも

のは対象にならないため，実態の'It:l援に関して‘総合的および全体的な視点からの

ものとはならず， したがって級設の長に対する意見の1)']符も，その施設に限定され

た事柄、つまり，その施設の視察およびその施設の受別手?からの12兄促案者や国会

等{こ基づく， @I別呉体的な ~rÍ~見や提案となりがちである。また， f)f料品施設視察委

員会j の組織の独立役欠如および乏しい{部長(ふカワブオノレニアチHf刑務所オンブ

スマンj においても，わが段Ir刑事施設視察委民会j においても，問題となる事実

ぐと正確に犯握する活動において十全の機能を来たすことができない涼剖となってい

ると考えられるため，今後宅独立性および権限協保についてさらに検討されるべき

であろう c

ヨミし、で， f矯正更生局監視庁JO[Gの仁1"の f独立審主主!副の機能{ふ :J:として司

続iE局総員の公tI言力行伎の適切'1'1:を監視することであり，職員に対する懲戒処分の

適切符:や実力行伎の適切住金モニターする c このような権限はわが凶におし、ては，

~:j~訪れこ(立当該刑事4文字予泌設の長が有 L，必姿に).15 じて上級， j"で、ある橋正局が担当

することになる c したがって飽くまで J:級rl'による調室主と審査であり，独立的に

第三 (fとして問題字架合検討評frl!iするものではないから，その諦資および審査の公

I1:-!'!:および透明性の lílíi f:l~ には必然的に限界があるということになる c また， r刑事

担li ，j1j!，!察 ~fl会j には，調子ffm限サ~!ま付与されていないから，調査の必主さがあると

同委LI会が判断するのであれば，mQ;没の長にその長依!綴することになり 1二級n"の

;j}，~fi以上のものが期待できるとは忠われない?

最後の， C-IミOBによる矯iE教育等‘社会復帰のためのフログラムの実施状況の

終認およびその効果の評伝uについては，年:ニ 2lii!の報告書の公|おおよび各会議の公

開によって，公i井上1!1:および透明性が議保されているごところが，わが箆lにまfいて

は，第三者会守合まない矯正!誌の内部調査と評{iI日があるのみで，タトl11jに対しては「刑

事施設視察委員会J1こ対する情報提供にとどまるごもちろんそれを了受けて，昨日事

抱設視察委員会j は施設の長に意見守拠出することは可能となるが，前述のよう

に，その意見は「とりまとめjられて，法務省矯正}誌のホームページ{こ'Il;}ljまされる

のみで， {I~j々の委員会の意見疑策等の全文が拘載されるわけではないa つまり，公

開'1'1:.透明性について相当の限界が存配すると言えよう。また，そのようなブログ
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ラムについて‘専門的知見から評節目する能力~干ぎする

いるのか奈かについても定かではない

ー分確保されて

として， 2005 iドの刑事収容施

設法 7条によって設;設さ

加えてみるとつぎのようになる。

~r:s…{こ， C-ROBが毎年 21EiJ報告書を提出する点は，@数の迷いこそあれ弓わが

i工iの「刑事施設椀祭委員会j においても同様(わが[jiJでは rJ.;UiJ)であるが，最も

異なる点は，わがl認の町村F施設視察委員会jにおいては，会開さまさまな行jflj念

大!詩的・全体的に見る機会が限定的であることである。つまり施設ごと，絡Æ~誌には

一つの刑務所のみをァ視察するのが f視察委員会jであち， {I也の熊本施設における行

刑の状況をア恕握することはで、きないじ会i主!の全体的な刑事施設のあり方のやで，担

当を?委ねられているその施設の状況を了札i対的に混線し視察し，意見守述べること

が丞裂となるi説会も多々あるはずである~そのようなことが現終点の

においては隠難であろう。確かに，個々の施設につき， しっかりと把擬するこ

とも必姿であるから， r視祭委員会jがそれな行っている点:ネ数多く存在する絡

設の矯"iE施策すべてについて議論する C-ROBの主主視方法よりも箆れているかもし

れないc しかし，監視の対象となるのが個々の施設に限定されているがゆえに，

会j がilol別の施設の枠を超え，さまざまな状況や意見合集約し全体的

な， I習としての行Jf日のあり方について， していく制度とはなっていない点は，

改善の余地があるだろう c このj誌の改善策として考えられることは，年に…度以 L

の，全体会または地!Kごとの集会合招集し， i劉々の f視察委員会j の砕を超えた情

報交換会，状況幸町長会，意見交換会などを'尖絡することであるつそれにより，全路

設の共通設題や11rJ題点， また逆に， jn当する{匝j別の施設における特殊{回別的な開題

などが浮き彫りになち， それをァ踏まえて，いかなる問題対処方法や解決方ii去を取る

ことが必要か，おのず、と明らかになってくることであろう

第二に，現 f祝祭委員会J{ふ第三者だけで矯成され，施設の職員や矯lE局総長

は加わっていないc つまり，純粋に第三者で構成される機関であるが，それだけ

に，逆に内部の状況を犯主主ーすることは非常に銅線となる。なぜなら， JlH解できない

苦手柄について， その都度遂一，施設fHlJに説明を求め，それに対する回答:を得た L

で，委員会としての議論そすることになるが， これカ1時間的にも状況認識としても

大変な綴失となることは，想像に難くあるまい。 liiiiかに， hill設のJI議員が多く入るこ
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とによ札内部委員会となってしまうことを恐れちこのように第三者だけによる委

n会としたのであろうが，その分，不i切な点についての処恕が[ij'l難となっているこ

とは汗めないっ

三{こ， 会j は，行lfU(ニ f~Jするすべての事柄む活動対象とする。つま

i 受問者の苦情などについて，筒H炎や[立見従案:引を:t去にJ己援することは，カ

リフオノレニアチト|の f刑務所;;fンブスマン i (こ類似した機能である c また，施設ごと

の矯iEプログラムのあり方・実路状況などの抱採に努め，それに関して施設の幹部

と芯;見交換をし， ，きfJZE!?をナまとめるなどは， C-ROBの任務{こ類似した機能であろ

うc しかし，委員の中にそのようなプログラムの意義や有効性などについて理解で

きる委員， また説明し詳細できる委員、 まして改話三点、合指摘することができる委鈴

が含まれているような委員会は全国 iiの委員会にそれほどないであろう c

うな委員構成などにも，今後配慮する必要があると考えられる。 Ii主{こ，

そのよ

がl'むい(i去 8条 2滋)という，ほとんど意味のない資協妥111:しか定められていな

いのが現状であり，心J史学・法学・医療などの専門分野に明るい殺を矯成員(こ入れ

るなと，安子!この限定化は今後，必変A となるのではないだろうかc

な'i[JCI (こ f視察委員会j の権限のi関税ミ伎が指摘されよう c r視察委員会J(こは，施

投から的報提供を受ける権限はあるものの，カリフオ/レニアチHの矯正更生局監視

庁，干!f に本~i\{jで寸及った OIG の一部局である独立審査1誌のように、関係職員 47尋問

し， iJUii倒的(こ書類全収集し，監視カメラの映像や，事件J長影ビデコ?を搾i奴し検設し

たりするような権限は，もちろん認められていないc したがって，わが国の刑事施

ぷ!付で.刑務符のi級協jsLJIJによる受刑者の身体等{こ対するi侵安行為が実際にあった

と疑われる事例が，受刑者からの f73見提案書j によっても守:報提供されたとして，

f泌認を妥日会Jは施設にその説明会求めることはできても， 自らその真偽合礁かめ

る)ケiJ日立， ないにさ予しいっ

以L:のような指摘に対して， 予想される反論は，そもそも「刑事施設視察委民

会jの設ti'tlJIIせは以下のようなものであ k 特に i二記の第三，第四については，そ

もそも刑事以谷施設法 lhjtl定もH1H寺もされていない宅 というものだ。つまり，た

によると， rJ将来施設撹祭委員会Jの設i邸主，

法制審議会の2寺中 [H{i和 55{F 11 fjJにおける刑事施設運営協議会の設i段が被

収得者の処遇に関係する業務{こ従事するなど被収容者の処遇;ニ関する専門的知i

議・経験全干ぎする者の協力合得ることに主 IItlがあったのとは災なり，被~文学手考
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の処遇に関係する専門的知識・経験~与しない一般の者を含め，広く

(地域の市民‘更には由民一絞)から刑事施設の運営に対する現解と協力を得

られるようにすることな目的としているということができる c ……行部改革会

議は，委員会の委~(こは， r地域市民のほか‘弁護士:等の法律関係者，医師，

地方公共間体のi段員等喜子含めること3が望ましいとし……ている

……刑事施設視察委員会は，刑事施設の運営の議視機関ではなしその夜祭

;立、刑事絡設の長に対して適切な怒えを述べるためには刑事施設の運営の状況

をケ把握することが前提となることから，そのJ巴援の手段として認められたもの

である c したがって，視察‘{ふ刑事施設の総長に郊外者の日合意識させ，被収

容者{こ対する暴行などをァ紡止するのに主主するが， それは部次的な効果であり‘

会の制度は，視察により直接(こ剤事施設の適正な滋営を確保

することを臼flgとするものではない4心。

端的に言えば，わがl還の刑事施設視察委員会の設i段目的は，行ifljの監視ではな

し行刑のあり方について f部外者(地域の市民，受{こは掴氏一絞)からJ，r理解

と協力を得J，適切な意見jを得るためのものーとあるから‘そもそも問委員会は慌

視機関に該当しない. したがって， _l::記第三に述べたような委員構成や‘第IJ1:Hこ述

べたよう はないと!ズ論されるであろう σ しかし正にその f~(カ\

刑事収容施設;去のillI!題である c つまり， が提案した，外郊の

者を入れて透明性を子高め，関民{こ懸命解される行測の実現i"1=1療とするのであれば，

と記の第三および第問の点も含めて，今後検討していく必要があると思われる

またその際{こは，受}持者の更生と社会復帰とをァ促進するために.絞低恨の基本Il'')

人権の尊t立を{京湾することが必姿で，そのためには行刑の一絞市民社会に対する透

ある j誌を忘れるべきではないつつまり， ii没後， j笠界が臼指した

r:f変収容者処遇の国際的襟準化J-lめのために示された f被拘

11むの諸焼定合連事:illし滋守しているか否かも会施設において点検詳{ufiできるよう

な能力と権限をイぎする「刑事総設視察委員会jでなければならない。

したがって，今後の研究課題としては，後収容者の更生と社会復帰促進の基礎的

条件として刑事施設rJqの受刑者の人権保障を佼器付け，それを確保するために監視

システム喜子筏築しているカナダ連邦政府による行ifU監視体制の概姿を探究しようと

考える。
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注

1) これら条約等について{ふれ主I1ぷ人 ffl1条約・校 "i~~' 長[?l13 絞 J (東if11lt，2005 

'1')参!Kic また， r Oi広域別 jに法的拘束力がないとするについては‘潔本経之

口flJゴリ、?なのl量的f化 問際司告別の動向守中心として Ilij際公共政策研究 4巻 i

り75叉， また絞'F!ゆuとして，ポi干llJlhi文平成.¥{jo 3 IJ 23 H (1Ii{初日(ワ)1 4ï2'~子)将

タ i98汚 154n，仙台高裁 fr点5ijo 4 rJ 14 [1 (平成 2(ネ)455・.¥i2\ま)訟)~ .¥0主主

930 ~L 

2) 6267. (0 The Department of Corrcctions Ol1lblldsl1lal1 program shall pro¥'idc Ol1l叩

budsman sen'ices to prisoncr rcsidcnts 01' thc departmcnt-col1lracted skillcd nursing 

UlCilitics 

3) Calit‘ornia Dcpartl1lcnt of Corrcctions and Rch立iヲililation:CDCIミの liij身{ふりc

partmCJ1l of Corrections だったので，“(ベ)ITCCtiOJ1S"と“RchabilitatioJ1"の訳し分げ

をゆj{i'uj(こした v “Correction"は， rjEすjという動詞:“tocorrect"の名i詞!杉なの

で， r lE~が入る「矯 jjむを 3-[，“RchabilitatíoJ1"は， r1写生する j という丞i] ~iiJ

“lo reh乱bilitatc"の名llnjl惨なので， -et:J 1!'入る fi1!el'.J令当てたこ f矯11:Jによって

p芝生j するという関連になる。

.¥) 5066. Thc Dircctor o[ Corrcctions shall expand thc cxisting prisoJ1 Omblldsl1lan 

progr品mto cn日llrcthcζoll1prchcnsive dεplo}'l1lent of ol1lbudsl1lcn throughollt the 

state prison systCl1l with spcζiiic fOCllS on the l1laximul1l sccurity institutioJ1s. 

5) Arthur L. l¥larcol1， 1¥ Prcscri!吋iOIlj(Jr Cil/ijiηlIia's /¥ilillg IlIl/IiltC Treatl/lel1l Systelll: 

，¥11 IlldepClldcllt Corrcctiolls Ollllmds/II日11，58 HASTINGS LJ. 591， 5ヲ7，ま fニ， http:// 

m円、¥仁三lcr心l.gov!()mbuds! ()( )Con tact.h t 1111に， 5 f，のオンブズマンの;1主絡先が示さ

れてし、る

約 八larcol1， id. at 5ザ5. jl虫、止したまIUiI<としてjl}主主f必ずへきであるとするのが， Alarcon 

の HJAであるが， それについては，本純白12尽にさo'l、て!会t討する

jiij才ンブズマン・チーフのうン・ハート、ノレ (Kcn1…lurdlc)氏からのIllJrr lfxりによる

(20(Jり :q:守n8 (1) 

1)) 1¥larcol1， SlIpro :; at 59i 

9) http://www.cdcl心1・g()¥'!OmlヲlIds!の記!lまにjみづく概梨、

10) カリブオルニア州総司:i1!!t:防Iji:i1:li!JJ'については， http://w¥¥'w.oig心1・goげを了参!1.(1.

lii. (こ“Ofììcc" という言詩{こ対して iJ1" J という !i況を、J:'jてることに ~Jî践するところカ1

あったが，月後n委主 151f， (2009 {j'-末) という絞fLIオゴよび公訴提起する権限令 fjーする

という事実:;'];(ニ鐙み，敢えてニのように訳すことにしたニその絞::tについては，参

!Kl， Dianc:--'1. !-!artmus， lllspectio/l ilIzd ()γcrsig!tt i/l t!tc Fedcml COllrts: Crel1tillg 11/1 

Ofjice of I/lspector (;c/lcml， 35 CAL. ¥¥'.L. REV. 243 (199守).

11) 6215.... thc independcnt Oftice ()f the Inspector C;encral ¥¥'hich shall not bc a 
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slIbdi¥'ision 01' any othcr governmental cntity 

12) 6126. (a) (1) Thc Inspector General shall rcvicw dep立rtmentalpolicy and proce-

dllrcs，じonductalldits of invcstigatory practices and othel・alldits，be responsible for 

contcmporancous ovcrsight of intern乱1aliai1's in、estigationsand thc disciplin立ry

process， and conduct investigations 01 thc lkpartmcnt 01' Corrections and 1ミchabili-

tation， as rcquestcd bγ ピitherthe Secrctary of thc Dcpa1't111cnt 01' Co1'1'ections and 

iミchabilitation01' aλlember c司令 thcLegislature， pursuant to the approval of the In-

spcctor Ceneral undc1' policics to bc dc、dopedby the Inspector Gencral. Thc In-

spcctor Gcneral 111aγ， under policies dc¥'dopcd by thc Inspector Gcneral， initi立tean 

invcstig乱tion01' an <ludit on his ()[・ hcrown accord. 

13) BじREAじ 01'I~DEPE~DE災 r REVIEW， SE/¥II-;¥火災じ八J.REPOlrI二 Julv-Dト

ccmbcr 2009， OFFICE 01' THE I~SPECTOR G王子，ER1¥L， at 3 (:¥1フril2(10) available 

at http://w、¥'¥v.oig.ca.gov I pagcs/ rcpo1't s/bi 1寸 cmi-annu呂l-sar.php(hc1'c品fterSE/¥lI-

Aト，~じ1\ 1. REPORT). 

14) SEW一八~γ~VAL REPORT at 3， footnO[e 1 

15) SE/\ll-A~Ì'ぐVAL REPOI口、 at3. 

16) SE/\ lI-:\~~じAL REPORT at 4 

17) SEÌ\ II-:\~~じALIミEPORT at 12. 

18) SEÌ\!I-A~~じ入L REPORl、ポザ9

19) SE/¥II-;¥災ト〈じ:¥LREPOIどrat 100. 

20) 八B守00および，それによるカリフオルニア州刑務所改革・行刑改革については，

長H1W~ カリフオノレニア州の lfU務所改績と受Ifせま?のf1好守{こ泌する考祭…… 2007 "j'-州議

会ド院法案 900 とその'}~~見…… jぢ 111法子子 34 巻 2 "~]ト 159-206 lTを参照。

21) htlp:I/¥¥川、¥'.oig.ca.govipages/c-rob!mnam.php

22) C-ROBのN完成メンバーについて，つぎのウェプ廷で公開されている http://

¥V¥¥'w.oigωgo¥'ipagcs/c寸 ob/board-membersヂhp参照。

23) これまでの報告討について， http://¥¥'w¥¥'.oig‘ca.gov / pagcsl c -robi 1'eports. php 参n~L

W 1il釈の 2010年守月 1511 H~t犯行lf "BIA火災じALREPORT SEPTEMBER 15， 2010"は，

つぎのウェブ1Tで総訟できる http:i/w¥¥'w.oig.ca‘gO¥加1cdia/crolラ/rcports/C-RO B%20 

iヲ1江nnual%20report%20Scptcmber%2015%201010.pdf

25) BIA;¥:¥じAL1ミEPORTSEPTDIBER 15， 2010， id. at 3 

26) Id 

17) Id.立t3， 14-20. 

28) Id. at 4， 14，22-24 
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30) 1d.立t5. 
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31) 八i立rCOIl， slIpm 5立l5ザi.

32) :¥1乱rCOIl， SlIpl日 5.

33) 1~ (Jdes γ. Robinsol1， 408 P.3d 559 (9th Cir. 20(5). 

34) AlarcoIl， slIpm 5 at 595-5守6.

35) Id. at 604 

36) Id. at 60i-608 

3i) [d. at 60S先 609.

38) ld. at 613 

39) Donald Specler， Prisol1 R寸orlll:COllllllissiOIl 011 5日fet)'nl1d Almsc il1 Alllcrim's Priト

。ぽ孔[nkil1gPrisolls Safe・Stmtegiesfor Redllcing ¥'iolcl1cc， 22 J.L. & POLITICS 125 

(2006) at 134. 

40) Id. 

41) Id. at 130-131. 

42) j何事収察施設法 7条以下参!被。公表についてはー 10条がつぎのように規定する
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